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戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室 

 
 
 

戸田市教育委員会 



第１２回教育委員会（定例会）次第 
 

１ 開会 

 

２ 前回の会議録の承認 

 

３ 教育委員提案について  別添 資料№１のとおり 

 

４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 

 

５ 議事                                      ページ 

（１）議案 

議案第２３号 戸田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則（案）について･･･当日配付 

議案第２４号 戸田市立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例（案）に 

ついて･･････････････････････････････････････････････････････････････１ 

議案第２５号 戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則及び戸田市立学校給食 

センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について････････････６ 
 

６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

平成３０年１２月１３日（木）午後４時～ 

（２）その他 

 

７ 閉  会 



（当日配付資料）

議案第２３号

戸田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

 戸田市立図書館条例施行規則（平成３０年教育委員会規則第４号）の一部を

次のように改正する。 

 第１０条の表中「（分館、分室及び配本所を除く。）」を削り、同条に次の１項

を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、分館、分室及び配本所においては、団体等への

　貸出しは行わないものとする。ただし、館長が許可した場合は、この限りで

　ない。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の戸田市立図書館条例施行規則第

１０条の規定は、平成３０年７月１日から適用する。 



戸田市立図書館条例施行規則新旧対照表 

改正前 改正後（案） 

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略） 

（貸出数量及び貸出期間） （貸出数量及び貸出期間） 

第１０条 同時に館外利用できる図書館資料の貸出数量及び貸出

期間は、次のとおりとする。ただし、館長が許可した場合は、

この限りでない。 

第１０条 同時に館外利用できる図書館資料の貸出数量及び貸出

期間は、次のとおりとする。ただし、館長が許可した場合は、

この限りでない。 

区分 図書館資料 貸出数量 貸出期間

個人 図書資料及び視

聴覚資料

１０点以内 １５日以内

団体等（分

館、分室及

び配本所

を除く。）

図書資料 １００冊（この

うち大型絵本

は２冊）以内

３月以内

大型絵本 １５日以内

視聴覚資料 １０点以内 １５日以内

区分 図書館資料 貸出数量 貸出期間

個人 図書資料及び視

聴覚資料

１０点以内 １５日以内

団体等 図書資料 １００冊（この

うち大型絵本

は２冊）以内

３月以内

大型絵本 １５日以内

視聴覚資料 １０点以内 １５日以内

第１１条～第３４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、分館、分室及び配本所においては、

団体等への貸出しは行わないものとする。ただし、館長が許可

した場合は、この限りでない。 

第１１条～第３４条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の戸田市立図書館条

例施行規則第１０条の規定は、平成３０年７月１日から適用する。 

様式 （略） 様式 （略） 



議案第２４号

戸田市立学校給食センター設置及び管理条例の一部を改正する条例（案） 

戸田市立学校給食センター設置及び管理条例（昭和４５年条例第１６号)の一

部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

戸田市立学校給食センター条例 

第１条の見出しを「（設置）」に改め、同条中「本市は、学校給食法」を「学

校給食法」に、「関して、経済的負担の軽減及び管理運営の合理化を図ること

を目的として」を「関し、調理及び運搬の業務を一括処理する施設として、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０

条の規定に基づき」に改める。 

第２条中「給食センター」の次に「の位置」を加え、「に置く」を「とする」

に改める。 

第４条から第７条までを次のように改める。 

（業務） 

第４条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 学校給食の計画、栄養管理、調理及び配送に関する業務

(2) 学校給食賄材料の購入及び検収に関する業務

(3) 学校給食実施校（給食センターの学校給食を受ける学校をいう。）との

連絡調整に関する業務 

(4) その他教育委員会が必要と認めた業務

（職員） 

第５条 給食センターに必要な職員を置く。 

（学校給食の対象者） 

第６条 学校給食を受けられる者は、市立の小・中学校に在籍する児童及び生

徒（以下「児童生徒」という。）並びに市立の小・中学校又は給食センター

に勤務する職員（以下「小・中学校等職員」という。）とする。 

（学校給食費の負担） 

第７条 学校給食費は、児童生徒の保護者及び小・中学校等職員の負担とする。

第８条の見出しを「（戸田市立学校給食センター運営委員会）」に改め、同 

条中「戸田市立学校給食センター運営委員会」の次に「（以下「委員会」とい 

う。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１２名とし、市立の小・
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中学校に属する職員、児童生徒の保護者及び学校給食に関する識見を有する

者のうちから教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 前３項に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

第９条中「規則」を「教育委員会規則」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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戸田市立学校給食センター設置及び管理条例新旧対照表

改正前 改正後(案） 

戸田市立学校給食センター設置及び管理条例 戸田市立学校給食センター条例

（目的及び設置） （設置） 

第１条 本市は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）に基

づく学校給食の実施に関して、経済的負担の軽減及び管理運営

の合理化を図ることを目的として、戸田市立学校給食センター

（以下「給食センター」という。）を設置する。 

第１条 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）に基づく学校

給食の実施に関し、調理及び運搬の業務を一括処理する施設と

して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、戸田市立学校給食

センター（以下「給食センター」という。）を設置する。

（位置） （位置） 

第２条 給食センターは、戸田市新曽南４丁目３番４５号に置く。 第２条 給食センターの位置は、戸田市新曽南４丁目３番４５号

とする。 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（給食の対象者） （業務） 

第４条 給食を受けるものは、市立の小中学校に在学する児童、

生徒（以下「児童、生徒」という。）及びこれらの機関に属す

る職員、給食センターに勤務する職員（以下「職員」という。）

とする。

第４条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 学校給食の計画、栄養管理、調理及び配送に関する業務

(2) 学校給食賄材料の購入及び検収に関する業務

(3) 学校給食実施校（給食センターの学校給食を受ける学校

をいう。）との連絡調整に関する業務 

(4) その他教育委員会が必要と認めた業務

（経費の負担） （職員） 
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改正前 改正後(案） 

第５条 給食費は、前条に規定する児童、生徒の保護者並びに職

員の負担とする。

第５条 給食センターに必要な職員を置く。 

（業務） （学校給食の対象者） 

第６条 給食センターは、次に掲げる業務を行なう。

(1) 学校給食の調理及び運搬

(2) その他教育委員会が必要と認めた業務

第６条 学校給食を受けられる者は、市立の小・中学校に在籍す

る児童及び生徒（以下「児童生徒」という。）並びに市立の小・

中学校又は給食センターに勤務する職員（以下「小・中学校等

職員」という。）とする。 

（職員） （学校給食費の負担） 

第７条 給食センターに必要な職員を置く。 第７条 学校給食費は、児童生徒の保護者及び小・中学校等職員

の負担とする。 

（運営委員会） （戸田市立学校給食センター運営委員会） 

第８条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、戸田

市立学校給食センター運営委員会を置く。

第８条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、戸田

市立学校給食センター運営委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１２名とし、

市立の小・中学校に属する職員、児童生徒の保護者及び学校給食

に関する識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前３項に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、教育 

委員会規則で定める。 
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改正前 改正後(案） 

（委任） （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２５号

戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則及び戸田市立学校

給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案） 

 （戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第１条 戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則（昭和４５年教

育委員会規則第２号)の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

戸田市立学校給食センター条例施行規則 

第１条中「戸田市立学校給食センター設置及び管理条例」を「戸田市立学 

校給食センター条例」に改める。 

第２条の見出しを「（学校給食の実施回数）」に改め、同条中「給食セン

ターの行う給食」を「学校給食」に改め、「通じて」の次に「授業日（学校

における休業日以外の日をいう。以下同じ。）のうち」を加え、「授業日の

昼食に」を「昼食において」に改める。 

第３条の見出しを「（学校給食費）」に改め、同条第１項中「給食費」を 

「学校給食費（以下「給食費」という。）」に改め、同項各号を次のように

改める。 

(1) 児童 月額４,０００円

(2) 生徒 月額４,６００円

(3) 市立の小学校に勤務する職員 月額４,５００円

(4) 市立の中学校又は給食センターに勤務する職員 月額４,６００円

第３条第２項中「及び」を「又は」に改める。 

第４条を次のように改める。 

（給食費の納入） 

第４条 学校給食実施校（単独校調理場の学校を含む。）及び給食センター(以

下「教育機関」という。)の長は、給食費を取りまとめ、翌月２０日までに

納入しなければならない。 

第５条の見出し中「日割り計算」を「日割計算」に改め、同条中「１」を

「いずれか」に改め、同条第１号中「生徒等の死亡、転出又は」を「生徒等

が、死亡し、転出し、又は」に改め、同条第２号中「給食」を「学校給食」

に、「日」を「授業日」に改め、「（土曜日は、原則として日数に含めない。）」

を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項に規定する日割の日額は、第３条に規定された額に１１を乗じ１８
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０で除した額（円未満切捨て）とする。 

第６条から第９条までを削る。 

第１０条の見出しを「（帳票）」に改め、同条中「給食」を「学校給食」

に、「その他文書は次のとおりとする」を「その他の文書は、別に定める」

に改め、給食センターの項及び給食実施校の項を削り、同条を第６条とする。 

  第６条の次に次の１条を加える。 

  （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 第１１条を削る。 

様式を削る。 

（戸田市立学校給食センター運営委員会規則の一部を改正） 

第２条 戸田市立学校給食センター運営委員会規則（昭和４５年教育委員会規

則第３号)の一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「戸田市立学校給食センタ

ー設置及び管理条例」を「戸田市立学校給食センター条例」に改め、「条例

第１６号」の次に「。以下「条例」という。」を加え、「定めることを目的」

を「定めるもの」に改める。 

第２条中「教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる」を「給食センタ

ーの運営に関する重要な」に改め、同条各号を削る。 

第３条を次のように改める。 

（組織） 

第３条 条例第８条第２項に規定する委員は、学校給食実施校のうち次に掲

げる者（第４号から第６号までを除く。）をもって組織する。 

(1) 小・中学校の校長の代表 ３名 

(2) 小・中学校の給食主任の代表 ３名 

(3) 小・中学校のＰＴＡ会長の代表 ３名 

(4) 学校医 １名 

(5) 学校歯科医 １名 

(6) 学校薬剤師 １名 

第４条を削る。 

第５条第３項中「会長事故」を「、会長に事故」に改め、同条を第４条と

する。 
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第６条中「会議」の次に「（以下「会議」という。）」を加え、同条を第

５条とする。 

第７条中「過半数以上」を「半数以上」に改め、同条を第６条とする。 

第８条第１項中「あたる」を「当たる」に改め、同条第２項中「可否同数」

を「、可否同数」に改め、同条を第７条とする。 

第９条中「議事」を「、議事」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条中「教育委員会学校給食課」を「教育委員会事務局学校給食課」

に改め、同条を第９条とする。 

第１１条中「、委員会」を「委員会」に、「つど」を「都度」に改め、同

条を第１０条とする。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則（第１条関係）新旧対照表 

改正前 改正後(案） 

戸田市立学校給食センター設置及び管理条例施行規則 戸田市立学校給食センター条例施行規則

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、戸田市立学校給食センター設置及び管理条

例（昭和４５年条例第１６号。以下「条例」という。）第９条

の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

第１条 この規則は、戸田市立学校給食センター条例（昭和４５

年条例第１６号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づ

き条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（給食実施回数） （学校給食の実施回数） 

第２条 給食センターの行う給食は、年間を通じて１８０日以上

の授業日の昼食に実施するものとする。 

第２条 学校給食は、年間を通じて授業日（学校における休業日

以外の日をいう。以下同じ。）のうち１８０日以上の昼食にお

いて実施するものとする。 

（給食費） （学校給食費） 

第３条 給食費の額は、次のとおりとする。 第３条 学校給食費（以下「給食費」という。）の額は、次のと

おりとする。 

(1) 児童及び小学校に勤務する職員 月額 ３,７００円 (1) 児童 月額４,０００円

(2) 生徒及び中学校に勤務する職員 月額 ４,３００円 (2) 生徒 月額４,６００円

(3) 給食センターに勤務する職員 月額 ４,３００円 (3) 市立の小学校に勤務する職員 月額４,５００円

(4) 市立の中学校又は給食センターに勤務する職員 月額４,

６００円

２ 前項に定めるもののほか、アレルギーにより牛乳を飲めない ２ 前項に定めるもののほか、アレルギーにより牛乳を飲めない
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改正前 改正後(案） 

児童及び生徒の給食費の額については、別に定める。 児童又は生徒の給食費の額については、別に定める。 

（給食費の納入） （給食費の納入） 

第４条 給食費は、当該教育機関の長がとりまとめ、毎月２０日

までに納入しなければならない。 

第４条 学校給食実施校（単独校調理場の学校を含む。）及び給

食センター(以下「教育機関」という。)の長は、給食費を取り

まとめ、翌月２０日までに納入しなければならない。 

（給食費の日割り計算） （給食費の日割計算） 

第５条 給食費は、次の各号の１に該当するときは、日割りで算

定する。 

第５条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、日割

りで算定する。 

(1) 児童、生徒等の死亡、転出又は転入したとき。 (1) 児童、生徒等が、死亡し、転出し、又は転入したとき。 

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続

き５日を超えたとき（土曜日は、原則として日数に含めな

い。）。 

(2) 病気又は事故その他の事由で学校給食を受けない授業日

が引き続き５日を超えたとき。 

(3) （略） 

(3) （略） ２ 前項に規定する日割の日額は、第３条に規定された額に１１ 

 を乗じ１８０で除した額（円未満切捨て）とする。 

（基準額）  

第６条 給食費の基準額は、第３条に規定された月額に１１を乗

じ１８０で除した額（円未満以下切捨て）とする。 

 

（職員）  

第７条 給食センターに主幹その他必要な職員を置く。  

２ 給食センターに副主幹、主査、主任その他必要な職員を置く

ことができる。 

 

10



改正前 改正後(案） 

（職務）  

第８条 主幹、副主幹、主査及び主任の基本的な職務は、それぞ

れ戸田市行政組織規則（平成１７年規則第７号）第１３条から

第１６条までの規定を準用する。 

 

（事業）  

第９条 給食センターは、次の各号に掲げる事業を行う。  

(1) 学校給食の計画、栄養管理、調理及び配送に関すること。  

(2) 給食用賄材料の購入及び検収に関すること。  

(3) 給食実施校との連絡調整に関すること。  

(4) 戸田市立学校給食センター運営委員会に関すること。  

（帳簿） （帳票） 

第１０条 給食に関し、教育機関において使用する帳票その他文

書は次のとおりとする。 

第６条 学校給食に関し、教育機関において使用する帳票その他

の文書は、別に定める。 

給食センター  

(1) 給食実施献立表 第１号様式  

(2) 給食材料購入台帳 第２号様式  

(3) 給食材料受払簿 第３号様式  

給食実施校  

(1) 給食予定表 第４号様式  

(2) 給食費集金台帳 第５号様式  

(3) 給食費調定表 第６号様式  

11



改正前 改正後(案） 

(4) 給食人員変更届 第７号様式  

（準用） （その他） 

第１１条 この規則で定めるもののほか、主幹の専決、文書の処

理、物品の取り扱い等については、戸田市の例規を準用する。 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 （略） 附 則 （略） 

様式 （略）  
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戸田市立学校給食センター運営委員会規則（第２条関係）新旧対照表 

 

改正前 改正後(案） 

（目的） （趣旨） 

第１条 この規則は、戸田市立学校給食センター設置及び管理条

例（昭和４５年条例第１６号）第８条の規定に基づき、戸田市

立学校給食センター運営委員会（以下「委員会」という。）に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、戸田市立学校給食センター条例（昭和４５

年条例第１６号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づ

き、戸田市立学校給食センター運営委員会（以下「委員会」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項） （審議事項） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる

事項について審議するものとする。 

第２条 委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項につ

いて審議するものとする。 

(1) 年間事業計画に関すること  

(2) 学校給食費に関すること  

(3) その他給食センター及び単独校給食の運営に関する必要

な事項 

 

（委員の定数） （組織） 

第３条 委員会の委員の定数は、１２名とし、次のとおり教育委

員会が委嘱する。 

第３条 条例第８条第２項に規定する委員は、学校給食実施校の

うち次に掲げる者（第４号から第６号までを除く。）をもって

組織する。 

(1) 小、中学校長代表 ３名 (1) 小・中学校の校長の代表 ３名 

(2) 小、中学校給食主任代表 ３名 (2) 小・中学校の給食主任の代表 ３名 

(3) 小、中学校PTA会長代表 ３名 (3) 小・中学校のＰＴＡ会長の代表 ３名 
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改正前 改正後(案） 

(4) 学校医及び学校薬剤師代表 ３名 (4) 学校医 １名 

  (5) 学校歯科医 １名 

  (6) 学校薬剤師 １名 

（任期）  

第４条 委員会の委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げな

い。 

 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第５条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代

理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

（招集） （招集） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ

て会長が招集する。 

（定足数） （定足数） 

第７条 委員会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなけれ

ば会議を開くことができない。 

第６条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ

会議を開くことができない。 

（議事） （議事） 

第８条 会議の議長は、会長がこれにあたる。 第７条 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、 ２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
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改正前 改正後(案） 

議長の決するところによる。 議長の決するところによる。 

（議事録） （議事録） 

第９条 会長は、議事録を作成し議事の経過その他必要事項を記

載しなければならない。 

第８条 会長は、議事録を作成し、議事の経過その他必要事項を

記載しなければならない。 

（庶務） （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、教育委員会学校給食課において処理

する。 

第９条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校給食課において

処理する。 

（委任） （委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必

要な事項は、そのつど会長が定める。 

第１０条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要

な事項は、その都度会長が定める。 

附 則 （略） 附 則 （略） 

    附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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１ 教育委員提案について 
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平成30年度
⼾⽥市の特別⽀援教育

教育委員提案①

1



障害のある⼈もない⼈も共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築

施策の⽅向︓第3次⼾⽥市教育振興計画
２よりよい環境を整備する ８特別⽀援教育の充実

○就学・教育相談体制の充実
○全⼩・中学校にスクールカウンセラー配置
○早期就学相談の実施・・・⼼の教育アドバイザーの新規任⽤、幼保連携
○産学連携による共同研究・・・(株)ＬＩＴＡＬＩＣＯ、筑波⼤学、畿央⼤学、

独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所等
○発達障害専⾨医による医療相談の実施
○特別⽀援⽤iPadを２⼈に１台導⼊・・・学研ＭＩＭや学研ＷＡＶＥＳなどの

アプリの利⽤が可能

2



特別⽀援学級、通級指導教室設置状況

特別⽀援学級
⼩学校 中学校

７校（１２校中） ４校（６校中）

通級指導教室
（⼩学校に設置）

発達・情緒 難聴・⾔語

２校（３学級） ２校（５学級）
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就学・教育相談体制の充実
○中学校区の児童⽣徒、保護者等の相談
○関係機関との連携 ○教職員への助⾔

市内⼩・中学校に在学している⽇本語
指導が必要な外国⼈児童⽣徒等への
⽇本語指導と学校⽣活や⽇常⽣活への
早期対応の⽀援

５名

○電話相談や進路に関する内容の相談
○ステップ教室の充実（ICTを活⽤した学習⽀援など）
○学校やさわやか相談室への積極的な訪問

４名

○児童、保護者等の相談 ○積極的な教室訪問
○教職員への助⾔ ○教職員研修の実施
○ケース会議等への参加 ○発達検査の実施

全⼩学校に配置

児童⽣徒及び幼児の⽣活や学習に関する
本⼈、保護者、家族の悩み等についての
相談に対応

４名

○中学校区の児童⽣徒、保護者等との相談
○教育相談指導員、SCやSSWとの連携

さわやか相談員6名・ボランティア相談員12名

○経済的な理由による不登校への対応
○児童⽣徒虐待への対応
○保護者の⼼のケア○家庭訪問への対応

３名

さわやか相談室

⼩中⼀貫教育の充実
チーム学校の推進

⼩中ギャップの解消
⾃⼰肯定感の育成

⼩・中学校、幼稚園・保育園、福祉、医療
等と幅広く連携し、⼦供⼀⼈⼀⼈の教育的
ニーズに応じた就学相談

Ｈ３０新規 １名

学校と教育センター及び関係機関の相談機能
を有機的に結びつける総合的な教育相談体制
を構築

新規１名

⽣活⽀援課

福祉保健センター

保育幼稚園課

障害福祉課 こども家庭課

南児童相談所

蕨警察署

連 携

連 携 連 携

ピアサポーター
⼤学⽣ボランティア

ピアサポーター
⼤学⽣ボランティア
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教員の専⾨性向上のための研修システムの充実
課題︓教員の専⾨性の向上

○幼保⼩中連携特別⽀援教育夏季合同研修
○特別⽀援教育コーディネーター研修
○初任者研修
○臨時的任⽤教員研修
○特別⽀援教育アドバイザー（Ｈ３０新規事業）による発達・情緒通級指導教室、特別⽀援学
級への訪問指導

○特別⽀援教育推進専⾨員による学校訪問指導
○⺠間事業者の専⾨性を活⽤した学校訪問指導
○⺠間事業者の専⾨性を活⽤したペアレントトレーニングファシリテーター養成研修会

・特別⽀援学級や通級指導教室担当教員の専⾨性及び経験不⾜
・個別の指導計画策定義務化に伴う、教員の専⾨性の不⾜と負担感の増⼤
・ユニバーサルデザインに基づく学級づくりなど、通常学級の担任における多様なニーズへの
対応

施策の⽅向︓多様な研修を通し、教員の専⾨性向上を図る
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幼保⼩中連携特別⽀援教育夏季合同研修会の様⼦
株式会社LITALICO研究所所⻑で執⾏役員の野⼝晃菜様をはじめ4名の⽅を講師に

お迎えし、多様なニーズのある⼦供たちへの集団における⽀援と個別的な⽀援につ
いて、具体的な例を踏まえながら講義していただいた。
市内⼩・中学校教員だけではなく、保育園・幼稚園の先⽣、市の職員等、70名近

くが集まった。

参加者の感想
・ポジティブな声かけが⼤切なのだと
感じた。
・環境と個の関係性の中で困難が⽣じ
ること、困難を軽減するにはユニバー
サルデザインの視点での環境作りが必
要だと思った。クラスで⽣かせる内容
が多かったので、早速取り組みたい。
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産学連携の充実
課題︓科学的・専⾨的な知⾒に基づいた特別⽀援教育の推進

○（株）ＬＩＴＡＬＩＣＯ
・教員研修、学校訪問における通級指導担当教員への指導
・保育所等訪問⽀援の導⼊
・ユニバーサルデザインに基づく学級経営、授業実践の共同研究
・ペアレントトレーニングの学校導⼊の共同研究
・個別の指導計画策定システム導⼊の共同研究

○獨協医科⼤学
・発達障害専⾨医による医療相談

○筑波⼤学
・通常の学級における特別⽀援教育の視点からみる環境因⼦と学級雰囲気との関連の研究協
⼒

○東京⼤学、東京学芸⼤学
・難聴⾔語通級指導教室⼊級指導委員診断委員への指導

○国⽴特別⽀援教育総合研究所
・多層指導モデルmimの導⼊

施策の⽅向︓産学連携を図り、科学的・専⾨的な知⾒を取り⼊れる
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筑波⼤学 柘植 雅義教授による講演
⼾⽥市教育フェスティバルにて、筑波⼤学⼈間系 障害科学域 知的・発達・⾏動障

害学分野 柘植 雅義教授より「特別⽀援教育のこれから〜インクルーシブな教育と社
会に向けて〜」について講演いただいた。
特別⽀援教育とは何か、障害とは何か、といった根本的な問いについて考えることの

⼤切さや、インクルーシブな教育や社会の実現のためには障害のある⼦供の教育のみで
はなく、周りの⼦供や⼤⼈の教育が必要であることについて詳細に説明いただいた。
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筑波⼤学との研究協⼒
通常の学級における特別⽀援教育の視点からみる環境因⼦と学級雰囲気との関連を検

討し、発達障害のある児童が適応しやすい学級雰囲気のための条件を明らかにするため
の研究協⼒を進めている。
研究成果は筑波⼤学 柘植 雅義教授より、校⻑研修会で講義をいただく。
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多層指導モデルMIM活⽤研修会の様⼦
「ＭＩＭ」は、通常学級で異なる学⼒層の⼦供のニーズに対応して指導や⽀援を⾏い

ながら、⼦供たちの読みやすさを育むことをめざして開発されたものである。
MIMの開発者で独⽴⾏政法⼈国⽴特別⽀援教育総合研究所主任研究員の海津 亜希

⼦ 先⽣を講師としてお招きし、MIMを開発した背景やMIMで⼤切にしている理念、
具体的な⼦供への⽀援⽅法やアセスメントの仕⽅を講義いただいた。
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訪問⽀援の様⼦
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ファシリテーター研修の様⼦

参加保護者の感想
・他の保護者の考えが聞けて勉強に
なった。
・具体的な例を⾒ることができて良
かった。家に帰ってやってみようと
思った。
・参加していない⽗親にも話をして家
族で取り組みたい。
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教育委員提案②
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⼾⽥市ＰＥＥＲカリキュラムの開発
グローバル化や情報化が進む変化が激しい未来社会の中で⽣き抜いていく⼒をとだっ⼦に⾝に付けさせるため、
単なる知識の詰め込みではなく、産官学⺠との連携により、問題解決能⼒や思考⼒、コミュニケーション能⼒等の
「２１世紀型スキル」「汎⽤的スキル」「⾮認知スキル」を⼩中⼀貫した教育プログラムによって育成します。

PEERとは「仲間」や「⾒つめる」ことを意味し、⼩・中学校がそれぞれに教育活動を⾏うのではなく、⼩・中学校9年間の
学びと育ちの連続性を重視する観点から、お互いを「仲間」として「⾒つめ合う」ことが肝要との思いを込めています。

平成32年度から⼩学校に導⼊されるプログラミング教育に
ベネッセ、インテル、Google、Microsoft等の企業と連携し、
全国に先駆けて取り組んでいます。低学年からでも体感的に
学べるロボットを活⽤し、⾼学年では本格的なコード⼊⼒に
よるプログラミングも通じて、「プログラミング的思考」と
呼ばれる論理的に考える⼒を育みます。

難解な経済学や経営学とは異なって、「社会の仕組み」や
「経済の働き」について⾝近な題材を通して体験的に学び、
よりよい⽣き⽅について考えるものです。
⼀般社団法⼈CEEジャパンと連携し、経済教育の本場⽶国
から⼤学教授を招くなど、児童⽣徒に「考える習慣」を
⾝に付けさせ、「質の⾼い選択ができる⼒」を育みます。

特区認可を受けて⼩学校１年⽣から英語教育を展開しています。
全⼩・中学校には外国語指導助⼿（ALT）が常駐し、⽇常的な
異⽂化コミュニケーションの機会にも恵まれています。
また、⻘⼭学院⼤学と連携して教員の英語指導⼒向上にも努め、
「⼩中９年間の英語学習の総まとめ」として英検の資格取得を
推進（費⽤の全額助成、⼟曜⽇の特別対策講座）しています。

「ロボットは東⼤に⼊れるか︖」で有名な国⽴情報学研究所の
新井紀⼦教授と連携し、リーディング・スキル（基礎的な読む
⼒）についての調査・研究を進めています。
リーディング・スキルと学⼒との関係についての分析を進め、
それらを効果的に向上させる指導法の開発など、汎⽤的スキル
である読解⼒を⾼めていきます。

19



RST(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙﾃｽﾄ)について

■以下の⽂を読みなさい。

（東京書籍 中学校社会科教科書を元に作問）
上記の⽂が、表す内容と以下の⽂が表す内容は同じか。「同じ」か、

「異なる」の内から答えなさい。

幕府は、１６３９年、ポルトガル⼈を追放し、⼤名
には沿岸の警備を命じた。

１６３９年、ポルトガル⼈は追放され、幕府は⼤名
から沿岸の警備を命じられた。

同じである ＯＲ 異なる
中学生 高校生
約５７％ 約７２％

中学生 高校生
約４３％ 約２８％

正答
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RST(ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽｷﾙﾃｽﾄ)とは・・・
◯教科書や新聞、マニュアルや契約書などのドキュメントの意
味および意図を、どれほど迅速かつ正確に読み取ることができ
るかの能⼒を測定するために国⽴情報学研究所（研究代表者︓
新井紀⼦教授）が考案したテスト。

◯汎⽤的な基礎的読解⼒（＝「リーディングスキル」）を測定
するテスト

◯主に中学・⾼校の教科書から抽出した短い⽂を読んで正確に
読み取れるかを測るテスト。

◯⼩説の主⼈公の考えを読み取る、詩や俳句の鑑賞などはRST
の対象外となる。
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すべての⽣徒が中学校卒業段階で、
教 科 書 を 正 し く 読 め る よ う に す る 。

⼾⽥市が⽬指すのは・・・

読めるようになったかどうか、RSTを⽤い
て評価していく。
AI時代に求められる能⼒とは何か︖

「東ロボ」研究から、AIとの差別化のためには事実について書かれた⽂を正しく
理解できることが必要になることが明らかに
事実について書かれた短い⽂（ミクロ構造）を正しく理解できることが、⻑い⽂
（マクロ構造）の理解につながるし、学習や仕事をしていくうえで必須のスキル
となる。

菅原特任研究員より（300806の研修会にて）
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RSTでは、⼈間の読解プロセスに着⽬し、
6つの問題セットから出題することで、６つの
能⼒を測ることができる。

RSTの6つの問題タイプ

① 「係り受け解析 (DEP)」
② 「照応解決 (ANA)」
③ 「同義⽂判定 (PARA)」
④ 「推論 (INF)」
⑤ 「イメージ同定 (REP)」
⑥ 「具体例同定【辞書、理数】 (INST)」
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問題例①
①「係り受け解析(DEP)」
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問題例②
②「照応解決(ANA)」
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問題例③
③同義⽂判定（PARA）問題
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問題例④
④推論（INF）問題
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問題例⑤
⑤イメージ同定（REP）問題問題

28



問題例⑥
⑥具体例同定【辞書、理数】（ INST ）問題
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速いってどういうことかな︖
駅に⽌まっているとき
もあるけれど･･･⾛った時間や道のりを⽐べる

にはどうしたらよいのかな︖

数直線図に表す

速さを理解する

イメージ同定
（ＲＳ）

具体例同定
（ＲＳ）

道のり

速さ 時間

？

ＲＳＴの視点からの授業改善
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RSTの結果と埼⽟県学調との相関関係
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数学テストの結果との相関について
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具体的な指導⽅法について･･･

○⽐較的⻑い⽂章を読み取り、⾃分の考えをかく活動を
設定する。

○『条件不⾜・条件過多』の問題⽂を提⽰する。
○⽂章を読み取り考えていく過程で、読み取ったことを整理

するために、図的表現を⽤いるようにする。
○主語が書かれていない⽂章は、教師が意図的にその⽂章の

主語を問うたり、補うように指⽰したりする。
『平成29年 ⼾⽥市研究集録（ｐ５）より』

指導のポイント

⼦供たちが考える機会をより多く設定する。
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RSTの視点から
の授業改善の視点

※これまでの効果的な
指導⽅法に光を当て直して･･･

⾝に付けるべき資質・能⼒
（何ができるようになるか）

RSTの視点からの授業改善とは･･･

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

︵
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
︶

主体的な学び

対話的な学び

深い学び

個別の
⽀援

発問の
精選

UDの
視点

問題提⽰
の⼯夫

教材
開発

板書の
⼯夫
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平成３０年第１２回教育委員会(定例会) 

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ５ 日 (木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 報告事項 
ページ 

 
① 中学校選択制による入学希望校申込状況について･･･････････････････････････････････････１ 
（学務課） 

 
② 市民企画講座の実施報告について･････････････････････････････････････････････････････２ 
（生涯学習課） 

 
③ その他 



Ａ 通 学 区 域 内 で Ｂ通学区域外から Ｃ通学区域外児童

希望した児童数(人) 希望した児童数(人) 受 入 定 員 数 ( 人 )

戸 田 中 学 校 218 33 25 251

戸田東中学校 124 9 35 133

美 笹 中 学 校 123 1 35 124

喜 沢 中 学 校 199 14 35 213

新 曽 中 学 校 322 17 20 339

笹 目 中 学 校 173 32 35 205

戸田中学校
(特別支援学級) 10 0 10

美笹中学校
(特別支援学級) 3 3 6

喜沢中学校
(特別支援学級) 3 0 3

笹目中学校
(特別支援学級) 1 4 5

合 計 1,176 113 1,289

中学校選択制による入学希望校申込状況について

平成30年10月29日締切

学 校 名
合 計 希 望 数 ( 人 )

Ａ ＋ Ｂ

報告事項①
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市民企画講座の実施報告について 

【目的】 

 第４次戸田市生涯学習推進計画における「市民の学ぶ力を高めるサポート事業の提供」

の一環として、戸田市民大学の充実を図ることを目的に、平成２９年度より講座の企画を

市民から公募し、市民大学運営委員会で採択された講座を実施している。 

今年度は、採択された２企画を市民企画講座として実施した。 

【実績】 

１ 市民企画講座１「心が癒される気づきの心理学入門」 

（１）講 師  小宮山 文恵 氏（心理カウンセラー） 

（２）実 績  参加者延べ１９３名（講座申込者８６名） 

回 期日 テーマ 参加者 

１ 
9 月 1 日 

（土） 

「交流分析について」 

エゴグラムというワークを使って、自分の内にある５つの

特性を分析して、自分の性格を知り、心のバランスを見て

いきます。

７１名 

２ 
9 月 8 日 

（土） 

「アドラー心理学について」 

人生を肯定的に生きるために、３つのテーマ（仕事・交友・

家族）のワークを使って、前向きに歩むための自分にあっ

た選択肢を見つけていきます。 

６４名 

３ 
9 月 15 日 

（土） 

「論理療法について」 

自分の非論理的な思考を見つけて取り出すワークを使っ

て、適切な感情と思考を取り戻すことを練習します。 

５８名 

２ 市民企画講座２「誰にもやさしい、安心で安全なまちを目指して」 

（１）講 師

第１回 戸田市社会福祉協議会・市立地域包括支援センター・ 

長寿介護課 職員 

第２回 障害福祉課 職員 

第３回 戸田市国際交流協会 職員 

（２）実 績 参加者延べ７９名（講座申込者４１名） 

回 期日 テーマ 参加者 

１ 
9 月 29 日 

（土） 

「高齢者への支援」 

戸田市の高齢者の現状と地域社会でできることについて ３０名 

２ 
10 月 13 日 

（土） 

「障害者への支援」 

戸田市の障害者の現状とさまざまな障害の特性と配慮など

について 

２７名 

３ 
10 月 27 日 

（土） 

「外国人への支援」 

戸田市の外国人の現状と多文化理解（共生）、外国人に伝わ

りやすい日本語について 

２２名 

報告事項②
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